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地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における

デジタル庁 地方業務システム基盤チーム



標準化リエゾンの設置①

【設置の目的】

• 自治体の進捗状況や課題を継続的に確認し、移行困難自治体へのFace to Faceな支援に繋げる役割を

担う。

【設置の経緯】

• 令和４年度末に、基本的に標準化対象の20業務に係る標準仕様書等が出揃ったところ。

• 「地方公共団体情報システム標準化基本方針」では、令和５年４月から令和８年３月までを「移行

支援期間」と位置付けている。

• また、地方公共団体の基幹業務システムが、令和７年度末までに、ガバメントクラウドを活用した

標準準拠システムへの移行を目指すこととし、国はそのために必要な支援を積極的に行うこととし

ている。

• 移行支援期間においては、標準化に取り組む市区町村の進捗状況や課題のきめ細かい把握等が必要

であることから、それら市区町村の広域調整を担う都道府県の役割が一層重要である。

• 標準化基本方針に基づく移行支援期間において、各自治体の進捗状況及び課題の把握が重要である。
• 標準化リエゾンは、デジタル庁及び総務省が実施する自治体支援の技術的観点からの橋渡しを担う。
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関東・甲信静越ブロック

ブロック幹事選任

近畿ブロック

ブロック幹事選任

東北ブロック

ブロック幹事選任

標準化リエゾン
（各都道府県につき１名）

標準化リエゾンの設置②

【標準化リエゾン体制】

都道府県から当庁に派遣されている職員らにより、標準化リエゾンを構成する。

標準化リエゾン構成員は47都道府県に割り振りし、各都道府県からデジタル庁への相談窓口を担う。

また、全国を８つの地区に分けてブロックを設置することで、各ブロックごとに進捗や課題の共有等を進める。

• 標準化リエゾンとして各都道府県につき原則１名を配置。全国を８つの地区に分けてブロックを設置する。
• 各ブロックの標準化リエゾン担当者の中から、原則として、ブロック幹事１名を選任する。

標準化リエゾン
（各都道府県につき１名）

標準化リエゾン
（各都道府県につき１名）

（例）ブロックと標準化リエゾンの関係

（主、副）
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（参考）８つのブロック

北海道 北海道

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東・甲信静越
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県、静岡県

中部 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県

近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県

※ブロック分けは都道府県情報担当課長会議を参考としている。
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「顔の見える関係」を構築

【関係図】

• 自治体との連絡調整窓口は、引き続き総務省が担当する。
• 標準化リエゾンは、都道府県連絡会議等により、自治体と「顔の見える関係」を構築し、都道府県連

絡会議等により得た情報に基づき、技術的観点からの移行困難支援についての橋渡しを担う。

自治体との連絡調整窓口

標準化リエゾン
デジタル基盤推進室

地方業務システム
基盤チーム

市区町村都道府県

PMOツール等による進捗及び課題の共有

PMOツール（月次レポートや団体カルテ）等による
進捗確認や連絡会議等の開催

移行困難団体、
その他課題等に
係るエスカレーション

PMOツールの運用、
手順書の公表、
個別ヒアリング、
適切な助言等

総務省

地方自治体

進捗及び課題の共有 （必要に応じて）個別ヒアリング、
先進事例の共有、適切な助言等

技術的観点からの支援

デジタル庁

情報共有

移行支援体制について
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（凡例） ：都道府県連絡会議、 ：標準化リエゾンに関連、 ：その他



各者の役割①

【デジタル庁 標準化リエゾン】

➢ 都道府県の主催する連絡会議等への参加

➢ 担当管内の自治体の進捗状況の継続的な確認

➢ 進捗状況及び課題について地方業務Tへ連携

【デジタル庁 地方業務T（地方業務システム基盤チーム）】

➢ 標準化リエゾン等から連携された情報を活用し、課題等の把握や全体進捗の底上げを支援

➢ 各種課題や、ガバメントクラウド等に係る技術的な支援を継続的に実施

➢ 移行困難自治体、移行困難システム等の個別フォロー（自治体及びベンダへのヒアリングや助

言等）を実施

• 標準化リエゾンは、管内の自治体の進捗状況を確認し、地方業務Tへ連携する。
• 地方業務Tは、標準化リエゾン等からの情報に基づき、移行困難自治体等に対して技術的側面から支援

を実施する。
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• 総務省は、PMOツールを運用するほか、自治体からの連絡窓口を担い、デジタル庁と連携する。
• 自治体は、令和７年度末までの移行完了のため、移行に関する進捗状況及び課題を国へ共有する。

【総務省】

➢ PMOツールの運用

➢ 補助金等による財政支援

➢ 人材派遣窓口等

➢ 自治体からの連絡窓口を担当

➢ デジタル庁と連携し、移行困難自治体等の個別フォロー（自治体へ助言等）を実施

【都道府県】

➢ 定期的な連絡会議の開催やPMOツール等を通じて、管内自治体の進捗管理や課題の把握を行い、

総務省等に連携

【市区町村】

➢ 令和７年度末までの移行完了

➢ PMOツールについて、進捗状況を正確に入力

各者の役割②
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事業者協議会
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【活動予定】ハイブリッド会議により開催（年４回程度）
➢ 標準化に対する情報提供、公表資料の開発者向け解説、質疑
➢ 構成員を対象としたアンケート結果の共有と課題・解決策の議論 等

• 各社の開発や移行の進捗状況や課題、移行困難システムを抱える自治体等へのアンケート
• アンケート結果を受けて、必要に応じて個別の情報交換を実施

主催者 デジタル庁

構成員 標準準拠システムを開発する事業者等（オブザーバー：制度所管省庁、APPLIC、JISA、
JAHIS）

設置目的 標準準拠システムの開発状況や移行に係る課題を把握し、円滑かつ安全な標準準拠システムへの
移行を実現するための対応を協議するために設置

活動期間 令和５年７月～令和８年３月予定

標準準拠システムを開発する事業者等

デジタル庁（地方業務システム基盤チーム）

制度所管省庁
APPLIC JISA

JAHIS

オブザーバー

事務局
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